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第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号。以下「刑訴法」と

いう。）（他の法令において準用する場合を含む。）の規定により押収された物及

びその換価代金（以下「証拠品」という。）の受入れから処分に至るまでの事務

について規定し、これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、もって証拠

品に関する事務の適正な運用を図ることを目的とする。

（証拠価値の保全）

第２条 証拠品を取り扱う者は、証拠品が刑事裁判の重要な証明資料又は裁判の執

行に関して必要な資料であることに鑑み、常に旺盛な責任感をもって、紛失し、

滅失し、毀損し、又は変質する等しないように注意し、その証拠価値の保全に努

めなければならない。

（処分の公正等）

第３条 証拠品を取り扱う者は、証拠品の紛失、滅失、毀損、又は変質等の事故が

発生することを防止するため、いたずらにこれを手元にとどめることなく、その

取扱いを迅速かつ正確にし、常に関係書類を整備するとともに、その処分の公正

について疑惑を招くことのないように注意しなければならない。

第２章 受入事務

（証拠品の受領手続）

第４条 検察官に対し証拠品の送致（送付を含む。以下この条において同じ。）又

は引継ぎがあったときは、証拠品担当事務官（第１条に規定する証拠品の受入れ

から処分に至るまでの事務その他これに付随する事項を所管し、又は分担する検

察事務官をいう。以下同じ。）は、証拠品と事件記録の証拠金品総目録及び差押

調書、記録命令付差押調書又は領置調書とを対照してこれを受領する。換価代金

については、買受書とも対照する。

２ 検察官又は検察事務官からその押収した証拠品を受領するときは、証拠品担当

事務官は、証拠品と証拠金品総目録（様式第１号）及び差押調書、記録命令付差

押調書又は領置調書とを対照して受領する。

３ 証拠品担当事務官は、第１項に規定する場合において、次の各号に掲げる方法

により証拠品を受領するときは、当該各号に定める手続をする。

(1) 事件記録・証拠品送致票（甲）又は事件記録・証拠品送致票（乙）によると

きは、これに押印して返還する。

(2) 事件記録・証拠品送致票に代えて電磁的記録によるときは、適宜の方法によ

り受領した旨を通知する。

４ 証拠品担当事務官は、他の検察庁の検察官が送致した証拠品を受領したときは、

速やかに送致した検察官の属する検察庁の証拠品担当事務官にその旨を通知す

る。



（領置票等の作成）

第５条 証拠品担当事務官は、前条の規定により証拠品（裁判の執行に関して押収

された物を除く。）を受領したときは、領置票（様式第２号）に品名、数量その

他必要事項を記入し、所属課長又は検務監理官、統括検務官若しくは検務専門官

（以下「所属課長等」という。）の押印を受ける。

２ 証拠品担当事務官は、前条第２項の規定により証拠品（裁判の執行に関して押

収された物に限る。）を受領したときは、裁判執行領置票（様式第２号の２）に

品名、数量その他必要事項を記入し、所属課長等の押印を受ける。

（領置番号）

第６条 領置票又は裁判執行領置票の進行番号（以下「領置番号」という。）は、

それぞれ事件記録又は裁判の執行に係る関係書類ごとに進行し、暦年ごとに改め

る。

（領置票整理簿の作成等）

第７条 領置票又は裁判執行領置票が作成されたときは、証拠品担当事務官は、そ

の種別ごとに領置票整理簿（様式第３号）に所定の事項を登載し、証拠金品総目

録及び差押調書、記録命令付差押調書又は領置調書に領置番号及び符号を記入す

る。

（領置番号、符号の表示等）

第８条 領置票が作成されたときは、証拠品担当事務官は、証拠品（押収物たる通

貨及び換価代金を除く。）に荷札（様式第４号の１）、レッテル（様式第４号の

２及び３）を付する等の方法によって、被疑者氏名、領置番号及び符号を表示し、

必要に応じて証拠品袋（様式第５号の１から３まで）に入れ、又は包装する。

２ 前項の規定は、裁判執行領置票が作成された場合に準用する。この場合におい

て、「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と読み替えるものとする。

３ 証拠品が次に掲げる物であるときは、その旨を証拠品袋等に朱書して表示する。

(1) 証券、貴金属その他の貴重品と認められる物

(2) 破損しやすい物

(3) 取扱い上危険な物

(4) 覚醒剤、麻薬その他これに類する物

４ 押収物たる通貨は、符号ごとに封筒（様式第６号）に入れ、被疑者又は裁判の

執行を受ける者氏名、領置番号、符号、総金額、種類及び数量を表示する。

５ 換価代金は、適宜な方法により被疑者氏名、領置番号、符号及び総金額を表示

する。

（歳入歳出外現金出納官吏への送付）

第９条 証拠品担当事務官は、換価代金について第５条の手続を終えたときは、保

管金提出・受入通知書（様式第７号）に必要事項を記入して検察官の押印を受け、

これを換価代金及び領置票と共に歳入歳出外現金出納官吏に送付する。



（換価代金の保管替受入通知）

第１０条 他の検察庁から換価代金の保管替があったときは、証拠品担当事務官は、

事件記録と共に送付された保管金保管替通知書と事件記録の証拠金品総目録とを

対照し、領置票に必要事項を記入して所属課長等の押印を受けた上、保管金提出

・受入通知書に必要事項を記入して検察官の押印を受け、これらを保管金保管替

通知書と共に歳入歳出外現金出納官吏に送付する。

（追送証拠品の受入れ）

第１１条 証拠品が追送されたときは、当該事件について作成されている領置票に

より、本章に定める受入れの手続をする。

２ 検察官又は検察事務官からその押収した証拠品を受領する場合において、当該

事件について既に領置票（裁判執行領置票を含む。）が作成されているときも、

前項と同様とする。

（仮還付証拠品の受入れ）

第１２条 検察官又は検察事務官は、刑訴法第１２３条第２項（同法第２２２条第

１項において準用する場合を含む。）の規定により仮還付した証拠品を提出させ

る場合には、仮還付証拠品提出書（様式第８号）を徴し、これを事件記録に編て

つする。

２ 検察官又は検察事務官は、刑訴法第５１３条第１項において準用する同法第１

２３条第２項の規定により仮還付した証拠品を提出させる場合には、前項の仮還

付証拠品提出書を徴し、これを裁判の執行に係る関係書類に編てつする。

３ 前２項の規定により仮還付した証拠品が提出されたときは、証拠品担当事務官

は、本章に定める手続に準じて、受入れの手続をする。

４ 前項の証拠品が自庁において仮還付したものである場合には、仮還付前の符号

により、当該事件について作成されている領置票（裁判執行領置票を含む。以下

この項において同じ。）に受入れの手続をする。ただし、その領置票が前年度以

前に整理されているときは、新たに領置票を作成し、領置票の備考欄に既に整理

された元の領置番号を記入する。

５ 前２項の手続を終えたときは、証拠品担当事務官は、証拠金品総目録及び差押

調書又は領置調書にその旨を記入する。

第３章 保管事務

（証拠品の保管者）

第１３条 証拠品（換価代金を除く。）の出納保管は、証拠品担当事務官が行う。

（換価代金の保管者）

第１４条 換価代金の出納保管は、この規程によるほか保管金規則（明治２３年法

律第１号）、保管金取扱規程（大正１１年大蔵省令第５号）及び保管金払込事務

等取扱規程（昭和２６年大蔵省令第３０号）の定める取扱いに準じて、歳入歳出

外現金出納官吏が行う。



（立会封金）

第１５条 証拠品が押収物たる通貨であるときは、証拠品担当事務官は、所属課長

等立会いの上でその金額、種類及び数量を封筒の表示と対照し、立ち会った所属

課長等と共に封筒に封印する。

（証拠品の保管場所）

第１６条 証拠品（換価代金を除く。）は、倉庫又はこれに代わる場所に納めて保

管する。

２ 次に掲げる証拠品は、金庫その他堅ろうな容器又はこれに代わる施錠できる設

備に収納して保管する。

(1) 通貨、証券、貴金属その他の貴重品と認められる物

(2) 劇毒物、拳銃その他の取扱い上危険と認められる物

(3) 覚醒剤、麻薬その他これに類する物

（特殊証拠品保管簿の作成）

第１７条 証拠品担当事務官は、前条第２項の証拠品を保管する場合には、特殊証

拠品保管簿（様式第９号）に所定の事項を登載してその保管状況を明らかにする。

（歳入歳出外現金出納官吏の受領手続）

第１８条 歳入歳出外現金出納官吏は、証拠品担当事務官から換価代金、領置票及

び保管金提出・受入通知書の送付を受けたときは、これらを対照して受領し、領

置票は押印して返還し、換価代金は日本銀行に速やかに払い込む。

（歳入歳出外現金出納官吏の保管替受入手続）

第１９条 歳入歳出外現金出納官吏は、証拠品担当事務官から保管金保管替通知書、

領置票及び保管金提出・受入通知書の送付を受けたときは、これらと日本銀行か

ら送付された振替済通知書とを対照して受け入れ、領置票は押印して返還する。

第４章 処分事務

第１節 領置票の記載

（領置票の処分命令等の記載）

第２０条 検察官が証拠品を処分すべき場合又は没収の執行をすべき場合には、証

拠品担当事務官は、次の各号に掲げる書類を調査した上、領置票（没収領置票、

庁外保管領置票、裁判執行領置票及び裁判執行庁外保管領置票を含む。以下この

条において同じ。）に検察官のなすべき命令の要旨を記入し、これを検察官に提

出する。この場合において、必要があるときは、関係書類及び証拠品をも調査す

る。

(1) 没収物の処分又は没収の執行については、裁判書の原本、謄本又は抄本

(2) 裁判所から返還された証拠品の処分については、刑事確定訴訟記録

(3) 裁判所不提出の証拠品の処分については、裁判所不提出記録又は刑事確定訴

訟記録

(4) 不起訴処分又は中止処分に付された事件の証拠品の処分については、不起訴



裁定書又は中止裁定書

(5) 他の検察庁の検察官又は家庭裁判所に送致する事件の証拠品の処分について

は、移送書又は送致書

(6) 併合、移送又は差戻しの裁判があった事件の証拠品の処分については、未提

出記録送付書

(7) 事件終結前の証拠品の換価処分若しくは廃棄処分又は裁判の執行前の証拠品

の廃棄処分については、換価処分決定書又は廃棄処分決定書

(8) 裁判の執行に関して押収された物の処分については、裁判の執行に係る関係

書類

(9) 他の検察庁の検察官に嘱託する裁判の執行に係る証拠品（裁判の執行に関し

て押収された物に限る。）の処分については、嘱託書

(10) 処分の嘱託を受けた証拠品の処分については、嘱託書

２ 証拠品担当事務官は、検察官から事件終結前又は裁判の執行前に、次に掲げる

指揮を受けた場合には、領置票にその命令の要旨を記入し、これを検察官に提出

する。

(1) 証拠品について、還付、仮還付又は被害者還付の指揮

(2) 記録媒体（刑訴法第１１０条の２の規定により電磁的記録を移転し、又は移

転させた上差し押さえたものに限る。）について、当該記録媒体の交付（以下

単に「記録媒体の交付」という。）又は当該電磁的記録の複写（以下単に「電

磁的記録の複写」という。）の指揮

３ 検察官は、前２項の規定により命令要旨の記入された領置票の提出を受けたと

きは、その記載を確認した上、処分命令欄に押印してこれを決定し、領置票を証

拠品担当事務官に返還する。

（命令要旨欄の記入方式）

第２１条 証拠品担当事務官が行う命令要旨欄の記入は、おおむね別表第１に定め

る方式による。

第２節 仮出し及び裁判所提出

（仮出し）

第２２条 検察官は、証拠品（換価代金を除く。以下この条において同じ。）の仮

出しをするときは、証拠品仮出票（様式第１０号）を作成し、これを証拠品担当

事務官に交付する。

２ 証拠品担当事務官は、証拠品仮出票の交付を受けたときは、証拠品を検察官に

提出する。

３ 証拠品担当事務官は、前項の証拠品の返還を受けたときは、証拠品仮出票の乙

片を検察官に返還する。

（立会封金開封の証明）

第２３条 検察官は、仮出しした立会封金を開封した後証拠品担当事務官に返還す



るときは、封筒に開封した旨を記入して押印し、又は立会封金開封証明書（様式

第１１号）を作成して添付する。

２ 証拠品担当事務官は、前項の立会封金を受領したときは、第１５条に定める手

続に準じて、開封した検察官又はこれを補佐する検察事務官と共に封印する。

（裁判所提出後の手続）

第２４条 検察官は、仮出しした証拠品（換価代金を除く。以下この条において同

じ。）を裁判所に提出したときは、裁判所から交付を受けた押収目録を証拠品担

当事務官に交付する。ただし、裁判所に提出した証拠品について、押収手続がと

られなかった場合には、証拠品提出証明書（様式第１２号）を作成して証拠品担

当事務官に交付する。

２ 証拠品担当事務官は、押収目録又は証拠品提出証明書の交付を受けたときは、

証拠品仮出票の乙片を検察官に返還するとともに、領置票の命令要旨欄に裁判所

提出の旨を記入して検察官の押印を受け、押収目録又は証拠品提出証明書を保管

する。

（換価代金預入証明書）

第２５条 検察官は、換価代金預入の証明をする必要があるときは、歳入歳出外現

金出納官吏から換価代金預入証明書（様式第１３号）の送付を受ける。

第３節 没収等

第１款 没収

（没収裁判の把握）

第２６条 証拠品担当事務官は、没収に係る裁判があったときは、裁判結果票等に

より没収裁判処理簿（様式第１４号）に所定の事項を登載して把握する。押収さ

れていない物又は保管料を要する物については、裁判確定後速やかに没収の執行

又は没収物の処分の手続をする。

２ 証拠品担当事務官は、前項の裁判が、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制

等に関する法律（平成１１年法律第１３６号。以下「組織的犯罪処罰法」という。）

第１３条第３項又は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律（平成１９年法

律第３７号。以下「国際刑事裁判所協力法」という。）第４１条第１項第２号の

規定によるものであるときは、没収裁判処理簿の備考欄にその旨を記入する。

（没収裁判処理簿の整理）

第２７条 証拠品担当事務官は、没収に係る裁判について次の各号に掲げる事由が

生じた場合には、没収裁判処理簿のてん末欄にその旨を記入して整理する。

(1) 没収領置票（様式第１５号）を作成したとき。

(2) 領置票（没収領置票及び庁外保管領置票を含む。）に没収物の処分に関する

命令要旨欄の記入を終えたとき。

(3) 第８５条の規定による通知があったとき。

（没収物の受領）



第２８条 証拠品担当事務官は、裁判所から没収物の引継ぎがあったときは、没収

物と引継ぎに関する書類とを対照して受領し、没収領置票に品名、数量その他必

要事項を記入し、所属課長等の押印を受ける。

２ 前項の没収物は、これを直ちに処分する場合を除き、第１５条から第１７条ま

でに定める手続に準じて、保管する。

３ 第６条の規定及び第７条の規定（領置票整理簿への記入に関する部分に限る。）

は、没収領置票が作成された場合に準用する。

（没収有価物の処分）

第２９条 検察官は、没収物が有価物であるときは、売却の処分をする。ただし、

その物が危険物その他破壊し、又は廃棄すべき物であるときは、この限りでない。

２ 証拠品担当事務官は、前項の処分をすべき旨の命令の記載された没収領置票を

受領したときは、これを契約担当官（分任契約担当官を含む。以下同じ。）に提

出する。

３ 契約担当官は、没収領置票を受領したときは、これに押印して証拠品担当事務

官に返還し、売却の手続をする。

４ 証拠品担当事務官は、没収領置票の返還を受けたときは、これを没収物と共に

会計事務管理者（その委任を受けた者を含む。）があらかじめ指定する者（以下

「没収物等取扱者」という。）に送付する。

５ 没収物等取扱者は、没収領置票及び没収物を受領したときは、没収物品等処分

簿（様式第１６号）に所定の事項を登載し、没収領置票は押印して証拠品担当事

務官に返還する。

６ 第３項の売却の手続は、会計法（昭和２２年法律第３５号）、予算決算及び会

計令（昭和２２年勅令第１６５号）、契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第

５２号）及び法務省所管契約事務取扱規程（平成１２年法務省会訓第１７０２号）

の定めるところによる。

（没収無価物の処分）

第３０条 検察官は、没収物が無価物であるときは、廃棄の処分をする。有価物た

る没収物が危険物その他破壊し、又は廃棄すべき物であるときも、同様とする。

２ 証拠品担当事務官は、前項の処分をすべき旨の命令の記載された没収領置票を

受領したときは、没収物を適宜な方法により破壊し、又は廃棄する。

（没収物である通貨の処分）

第３１条 検察官は、没収物が通貨（外国通貨を除く。以下この条において同じ。）

であるときは、歳入編入の処分をする。

２ 証拠品担当事務官は、前項の処分をすべき旨の命令の記載された没収領置票を

受領したときは、立会封金を開封してこれを没収領置票と共に収入官吏（分任収

入官吏を含む。以下同じ。）に送付する。

３ 収入官吏は、没収物である通貨を受領したときは、没収領置票に押印してこれ



を証拠品担当事務官に返還する。

（没収換価代金の処分）

第３２条 検察官は、没収物が換価代金であるときは、歳入編入の処分をする。

２ 証拠品担当事務官は、前項の処分をすべき旨の命令の記載された領置票を受領

したときは、歳入徴収官（指定分任歳入徴収官を含む。以下同じ。）に提出する。

３ 歳入徴収官は、領置票を受領したときは、これに押印して歳入歳出外現金出納

官吏に送付する。

４ 歳入歳出外現金出納官吏は、領置票の送付を受けたときは、保管金提出・受入

通知書を整理し、領置票に押印してこれを証拠品担当事務官に返還し、換価代金

について歳入編入の手続をする。

（没収物の引継ぎ等）

第３３条 検察官は、別表第２に掲げる没収物については、第２９条及び第３０条

の規定にかかわらず、引継ぎその他同表に定める処分をする。

２ 証拠品担当事務官は、前項の処分をすべき旨の命令の記載された没収領置票を

受領した場合において、その処分が国有財産法第２条に掲げる物以外の没収物の

引継ぎであるときは、引継書（様式第１７号）により没収物の引継ぎをする。刑

事参考品については、引継書に刑事参考品調査表（様式第１８号）を添付する。

３ 第１項の処分が国有財産法第２条に掲げる物の財務局長への引継ぎであるとき

は、証拠品担当事務官は、その処分命令の記載された没収領置票を国有財産事務

分掌者（検察庁に所属する国有財産に関する事務を分掌する検事総長、検事長及

び検事正をいう。以下同じ。）に提出する。

４ 国有財産事務分掌者は、前項の没収領置票の提出を受けたときは、これに押印

して証拠品担当事務官に返還し、財務局長に引継ぎの手続をする。

５ 第１項の処分が売却又は廃棄であるときは、第２９条又は第３０条の規定を準

用する。

（犯罪被害財産である没収物の処分）

第３３条の２ 検察官は、没収物が組織的犯罪処罰法第１３条第３項の規定による

没収に係る裁判の執行により国庫に帰属したものであるときは、第３１条、第３

２条及び前条の規定にかかわらず、有価物については第２９条の規定に準じて売

却手続をし、これにより得られた金銭を、通貨（外国通貨を除く。）又は換価代

金であるときはその価額を、引継書により犯罪被害財産等による被害回復給付金

の支給に関する法律（平成１８年法律第８７号）により犯罪被害財産支給手続を

行う検察官に、同法に規定する給付資金として引継ぎをする。

２ 証拠品担当事務官は、前項の処分をすべき旨の命令の記載された領置票を受領

したときは、歳入歳出外現金出納官吏に送付する。

３ 歳入歳出外現金出納官吏は、前項の規定により領置票の送付を受けたときは、

保管金提出・受入通知書を整理し、領置票に押印してこれを証拠品担当事務官に



返還し、引き続き給付資金として保管する。

（国際刑事裁判所に対する執行協力の実施に係る没収物の処分）

第３３条の３ 検察官は、没収物が国際刑事裁判所協力法第４２条第１項第２号の

規定による没収に係る裁判の執行により国庫に帰属したものであるときは、第２

９条、第３０条、第３１条及び第３３条の規定にかかわらず、同法に規定する執

行協力の実施に係る財産として引継書により検事正に引き継ぐこととする。

２ 前項の没収物が、国際刑事裁判所への送付に適さないものであるときは、第２

９条の規定に準じて売却手続をし、これにより得られた金銭を引継書により検事

正に引き継ぐこととする。この場合において、証拠品担当事務官等は、次に掲げ

る手続をする。

(1) 証拠品担当事務官は、引継ぎを行うときは、保管金提出・受入通知書に必要

事項を記載して検察官の押印を受け、これを金銭及び領置票とともに歳入歳出

外現金出納官吏に送付する。

(2) 歳入歳出外現金出納官吏は、前号の送付を受けたときは、領置票に押印して

これを証拠品担当事務官に返還し、執行協力の実施に係る財産として保管する。

３ 検察官は、滅失、毀損その他の事由により、第１項の没収に係る裁判の執行を

することができないときは、第４２条の規定にかかわらず、国際刑事裁判所協力

法第４２条第２項の規定による没収に代わる追徴に係る裁判の執行として、これ

を指揮する検察官に引き継ぐこととする。

４ 証拠品担当事務官は、前項の処分をすべき旨の命令の記載された没収領置票を

受領したときは、徴収担当事務官（徴収事務規程（平成２５年法務省刑総訓第４

号大臣訓令）第６条第１項に規定する徴収担当事務官をいう。）にその旨を通知

するとともに裁判書謄本その他関係書類を送付する。

（没収物の特別処分）

第３４条 検察官は、特に必要があると認めるときは、第２９条及び第３０条の規

定にかかわらず、没収物について相当の処分をすることができる。ただし、別表

第２に掲げる没収物については、この限りでない。

（検察庁保管の没収物）

第３５条 検察庁に保管中の証拠品が没収になったときは、領置票により第２９条

から第３１条まで及び前２条に定める処分の手続をする。

（没収物の処分嘱託）

第３６条 検察官は、没収物を他の検察庁の検察官に送付して処分を嘱託するとき

は、証拠品処分嘱託書（様式第１９号）による。この場合には、没収領置票又は

領置票によりその処分を決定した上、嘱託する。ただし、処分を決定することが

困難なときは、相当の処分をされたい旨を明らかにして嘱託する。

（没収の執行）

第３７条 没収物が押収されていないときは、検察官は、没収の裁判を受けた者に



対し没収物の提出を命ずる。

２ 証拠品担当事務官は、前項の命令の記載された没収領置票を受領したときは、

没収の裁判を受けた者に対し、没収物提出命令書（様式第２０号）により没収物

の提出を求める。

３ 没収の裁判を受けた者が前項の提出命令に応じないときは、検察官は、没収執

行命令書（様式第２１号）を作成し、強制執行手続依頼書（様式第２２号）によ

り法務局の長又は地方法務局の長に対し没収物の強制執行手続を依頼する。強制

執行手続依頼書には、没収執行命令書を添付する。

４ 証拠品担当事務官は、前項の命令の記載された没収領置票を受領したときは、

没収領置票の備考欄に前項の手続がなされた旨及びその年月日を記入する。

５ 第２８条の規定は、没収物が提出され、又は強制執行に係る没収物が引き渡さ

れた場合に準用する。

（相続財産に対する没収の執行）

第３８条 刑訴法第４９１条の規定により相続財産について没収の執行をする場合

には、没収物提出命令書又は没収執行命令書に、相続財産について執行すべき事

由を記載し、没収執行命令書には、没収の裁判を受けた者の氏名及び住居のほか、

相続人の氏名及び住居を記載し、かつ、その相続人であることをも表示する。

（合併後の法人に対する没収の執行）

第３９条 刑訴法第４９２条の規定により合併の後存続する法人又は合併によって

設立された法人に対して没収の執行をする場合には、没収物提出命令書又は没収

執行命令書に、その法人に対して執行すべき事由を記載し、没収執行命令書には、

没収の裁判を受けた法人の名称及び主たる事務所の所在地のほか、合併の後存続

する法人又は合併により設立された法人の名称及び主たる事務所の所在地を記載

し、かつ、合併の後存続する法人又は合併により設立された法人であることをも

表示する。

（没収の執行の嘱託）

第４０条 検察官は、没収物が他の検察庁の管轄区域内にあるときは、当該没収物

の所在地を管轄する検察庁の検察官に没収の執行を嘱託することができる。

２ 検察官は、没収物につき強制執行手続の必要があると認めるときは、当該没収

物の所在地を管轄する地方検察庁（支部を除く。）の検察官にその旨を明らかに

して没収の執行を嘱託することができる。

３ 前２項の嘱託をするときは、没収執行嘱託書（様式第２３号）による。この場

合には、没収執行嘱託書に裁判書の謄本又は抄本及び関係資料を添付する。

４ 没収の執行の嘱託と同時に当該没収物の処分をも嘱託するときは、没収執行嘱

託書の備考欄にその旨及び処分区分を明らかにして嘱託する。

（偽造、変造の没収部分の表示）

第４１条 偽造又は変造の部分を没収された物について、刑訴法第４９８条第１項



の規定による表示をする場合には、検察官は、偽造又は変造の部分を朱線をもっ

て表示し、裁判年月日、事件名、裁判所名及び没収の旨を付記した上、これにそ

の属する検察庁の名称及び官氏名を記入し、押印する。

２ 前項の物が押収されていないときは、第３７条に定める手続により没収の執行

をした上、前項に規定する手続をする。ただし、その物が公務所に属するときは、

当該公務所の長に偽造・変造部分没収通知書（様式第２４号）を送付して相当の

処分をさせる。

（没収された電磁的記録の消去等）

第４１条の２ 没収された電磁的記録に係る記録媒体に記録された電磁的記録につ

いて、刑訴法第４９８条の２第１項の規定により、消去又は不正に利用されない

ようにする処分（以下「消去等」という。）をする場合には、検察官は、証拠品

担当事務官を指揮してこれを行う。

２ 証拠品担当事務官は、消去等をしたときは、消去等調書（様式第２４号の２）

を作成して検察官に提出し、これを事件記録に編てつする。

３ 検察官が刑訴法第４９８条の２第２項の規定により公務所の長に通知するとき

は、電磁的記録処分通知書（様式第２４号の３）による。

（不能決定処分）

第４２条 検察官は、没収の執行又は没収物の処分が不能になったときは、没収執

行不能決定又は没収物処分不能決定の処分をする。

２ 前項の手続をするときは、証拠品担当事務官は、没収領置票（領置票及び庁外

保管領置票を含む。）の命令要旨欄に没収執行不能又は没収物処分不能の旨を記

入して検察官の押印を受けるとともに、没収執行・没収物処分不能決定書（様式

第２５号）に必要事項を記入し、その事由を証する書類を添付して検察官に提出

し、記名押印を受ける。

（没収物の交付）

第４３条 刑訴法第４９７条第１項の規定により没収物を交付する場合には、還付

の手続に準じて、これを交付する。

２ 前項の規定により交付する物が第２９条第４項の規定により送付を受けた没収

物であるときは、没収物等取扱者は、没収物品等処分簿を整理する。

３ 刑訴法第４９７条第２項の規定により公売によって得た代価を交付する場合に

は、証拠品担当事務官は、交付請求書に検察官の押印を受けてこれを支出官に提

出し、没収領置票（領置票及び庁外保管領置票を含む。）の備考欄にその旨を記

入する。歳入編入された通貨及び換価代金を交付する場合も、同様とする。

第２款 没収の執行に関する調査

（没収の執行に関する調査）

第４３条の２ 没収の執行に関する調査は、本款の規定の定めるところによる。

（鑑定の嘱託）



第４３条の３ 検察官が刑訴法第５１４条の規定により鑑定の嘱託をするときは、

鑑定嘱託書（甲）（様式第２５号の２）による。検察事務官が検察官の命により

鑑定の嘱託をするときも、同様とする。

２ 検察官が刑訴法第５１５条の規定により鑑定処分許可状を得るときは、鑑定嘱

託書（乙）（様式第２５号の３）による。

（裁判執行関係事項の照会）

第４３条の４ 検察官が刑訴法第５０８条第２項の規定により照会するときは、裁

判執行関係事項照会書（様式第２５号の４）による。検察事務官が検察官の命に

より照会するときも、同様とする。

（領置）

第４３条の５ 検察官が任意に提出された物を刑訴法第５１２条の規定により領置

するときは、提出者から任意提出書（様式第２５号の５）を徴した上、領置調書

（甲）（様式第２５号の６）を作成する。検察事務官が検察官の命により任意に

提出された物を領置するときも、同様とする。

２ 前項の場合において、刑訴法第５１３条第１項において準用する同法第１２０

条の規定により押収品目録を交付するときは、押収品目録交付書（様式第２５号

の７）による。

３ 検察官が刑訴法第５１２条の規定により遺留物を領置したときは、領置調書

（乙）（様式第２５号の８）を作成する。検察事務官が検察官の命により遺留物

を領置したときも、同様とする。

４ 第１項又は前項により証拠品を領置したときは、証拠金品総目録を作成し、直

ちに還付又は仮還付する場合を除き、速やかにこれを領置調書及び証拠品ととも

に証拠品担当事務官に送付する。

（調査の嘱託）

第４３条の６ 検察官が他の検察庁の検察官に調査の嘱託をするときは、他に特別

の定めのある場合を除き、裁判の執行に関する調査嘱託書（様式第２５号の９）

による。この場合において、急速を要するときは、適宜の方法によることができ

る。

（差押許可状等の請求）

第４３条の７ 検察官は、刑訴法第５０９条第３項の規定に基づき次の各号に掲げ

る請求をする場合には、当該各号に定める書面による。

(1) 差押え、捜索又は検証の許可状の請求 差押・捜索・検証許可状請求書（様

式第２５号の１０）

(2) 記録命令付差押許可状の請求 記録命令付差押許可状請求書（様式第２５号

の１１）

(3) 身体検査令状の請求 身体検査令状請求書（様式第２５号の１２）

２ 検察官が前項の請求をするときは、証拠品担当事務官は、令状請求処理簿（様



式第２５号の１３）に所定の事項を登載する。

３ 差押え、捜索若しくは検証の許可状、記録命令付差押許可状又は身体検査令状

（以下「差押許可状等」という。）が発せられたときは、証拠品担当事務官は、

令状請求処理簿に所定の事項を記入し、差押許可状等を請求した検察官に交付す

る。

（差押調書の作成等）

第４３条の８ 検察官は、次の各号に掲げる処分をしたときは、当該各号に定める

書面を作成し、これに押収品目録（様式第２５号の１４）を添付する。検察事務

官が検察官の命により次の各号に掲げる処分をしたときも、同様とする。

(1) 刑訴法第５０９条第１項の規定による差押え 差押調書（様式第２５号の１

５）

(2) 刑訴法第５０９条第１項の規定による記録命令付差押え 記録命令付差押調

書（様式第２５号の１６）

２ 第４３条の５第２項及び第４項の規定は、前項各号に掲げる処分をした場合に

準用する。この場合において、同条第４項中「還付又は仮還付」とあるのは、「還

付、仮還付又は刑訴法第５１３条第１項において読み替えて準用する同法第１２

３条第３項の規定による交付」と読み替えるものとする。

（捜索調書の作成等）

第４３条の９ 検察官は、刑訴法第５０９条第１項の規定により捜索をしたときは

捜索調書（様式第２５号の１７）を作成する。検察事務官が検察官の命により捜

索をしたときも、同様とする。

２ 前項の場合において、刑訴法第５１３条第１項において読み替えて準用する同

法第１１９条の規定により証明書を交付するときは、捜索証明書（様式第２５号

の１８）による。

（捜索差押調書の作成等）

第４３条の１０ 検察官が捜索及び差押えを同時に行った場合に作成すべき調書

は、前２条の規定にかかわらず、捜索差押調書（様式第２５号の１９）によるこ

とができる。検察事務官が検察官の命により捜索及び差押えを同時に行ったとき

も、同様とする。

（検証調書等の作成）

第４３条の１１ 検察官は、刑訴法第５０９条第１項の規定により検証をしたとき

は検証調書（様式第２５号の２０）を作成し、身体の検査をしたときは身体検査

調書（様式第２５号の２１）を作成する。検察事務官が検察官の命により検証又

は身体の検査をしたときも、同様とする。

２ 刑訴法第５１３条第１項において読み替えて準用する同法第２２２条第７項の

規定により身体の検査を拒んだ者に対する過料の処分又は賠償命令を請求すると

きは、過料処分等請求書（様式第２５号の２２）による。



（鑑定処分許可の請求）

第４３条の１２ 検察官が刑訴法第５１５条第２項に規定する鑑定処分の許可の請

求をするときは、鑑定処分許可請求書（様式第２５号の２３）による。

２ 第４３条の７第２項及び第３項の規定は、前項の請求をする場合に準用する。

３ 第１項の請求をした検察官は、許可状を鑑定嘱託書とともに鑑定を嘱託すべき

者に交付する。

（差押え等の嘱託）

第４３条の１３ 令状による差押え、捜索、検証、記録命令付差押え又は身体検査

を他の検察庁の検察官に嘱託するときは、令状執行等嘱託書（様式第２５号の２

４）による。

（調査等の受託）

第４３条の１４ 第４３条の６及び前条の規定による調査の嘱託を受けたときは、

証拠品担当事務官は、没収の執行に関する調査共助事件簿（様式第２５号の２５）

に所定の事項を登載して、速やかにその手続をする。

２ 前項の手続が終わったときはその旨を、差押え、捜索、検証、記録命令付差押

え若しくは身体検査をすることができず、又は令状を執行することができなかっ

たときは令状を添付してその旨を、嘱託をした検察官の属する検察庁に速やかに

回答する。

（差押状等の発付後の手続）

第４３条の１５ 刑訴法第５１１条の規定により差押状、記録命令付差押状、捜索

状、検証状又は身体検査令状が発せられたときは、証拠品担当事務官は、令状請

求処理簿に所定の事項を登載し、令状に検察官の指揮印を受けて、執行すべき者

に交付する。

２ 第４３条の５第２項、第４３条の８第１項、第４３条の９及び第４３条の１０

の規定は検察事務官が差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行した場合につ

いて、第４３条の１１の規定は検察事務官が検証状又は身体検査令状を執行した

場合について、第４３条の１３及び第４３条の１４の規定は差押状、記録命令付

差押状、捜索状、検証状又は身体検査令状の執行の嘱託について、それぞれ準用

する。

第４節 所有権等放棄

（所有権放棄書の徴収）

第４４条 検察官は、証拠品について所有権放棄の申立てがあるときは、所有権放

棄書（様式第２６号）を徴する。ただし、供述調書にその旨を録取して、これに

代えることができる。

２ 検察官は、公安を害し、又は風紀を乱す等のおそれがあるため還付することが

相当でないと認められる証拠品又は不要と認められる証拠品については、所有者

に対し、所有権放棄の意思の有無を確認する。これを書面でするときは、所有権



放棄に関する照会書（様式第２７号）による。

３ 前項の手続を司法警察員に嘱託し、又は所有者の現在地を管轄する検察庁の検

察官に嘱託するときは、所有権放棄書徴収嘱託書（様式第２８号）による。所有

者が刑事施設等に収容されている場合において、その施設の長に嘱託するときも、

同様とする。

（電磁的記録に係る権利放棄書の徴収）

第４４条の２ 検察官は、刑訴法第１２３条第３項（同法第２２２条第１項におい

て準用する場合及び同法第５１３条第１項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定による記録媒体の交付又は電磁的記録の複写の許可を受ける権利（以

下「電磁的記録に係る権利」という。）について放棄の申立てがあるときは、電

磁的記録に係る権利放棄書（様式第２８号の２）を徴する。ただし、供述調書に

その旨を録取して、これに代えることができる。

２ 検察官は、公安を害し、若しくは風紀を乱す等のおそれがあるため記録媒体の

交付若しくは電磁的記録の複写が相当でないと認められる電磁的記録又は不要と

認められる電磁的記録については、刑訴法第１１０条の２の規定による処分（同

法第２２２条第１項及び第５１３条第１項において準用する場合を含む。）を受

けた者（以下「被差押者」という。）に対し、電磁的記録に係る権利放棄の意思

の有無を確認する。これを書面でするときは、電磁的記録に係る権利放棄に関す

る照会書（様式第２８号の３）による。

３ 前項の手続を司法警察員に嘱託し、又は被差押者の現在地を管轄する検察庁の

検察官に嘱託するときは、電磁的記録に係る権利放棄書徴収嘱託書（様式第２８

号の４）による。被差押者が刑事施設等に収容されている場合において、その施

設の長に嘱託するときも、同様とする。

（被告人以外の者の所有に属するものとみなされる場合における権利の放棄）

第４４条の３ 前条の規定は、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する

応急措置法（昭和３８年法律第１３８号）第１条の２の規定により被告人以外の

者の所有に属するものとみなされる場合における当該被告人以外の者による権利

の放棄について準用する。

（所有権放棄の証拠品の処分）

第４５条 所有権放棄によって国庫に帰属した証拠品の処分については、没収物の

処分に関する規定を準用する。

（権利放棄された電磁的記録の消去等）

第４５条の２ 電磁的記録に係る権利の放棄によって当該権利が消滅した電磁的記

録については、消去等をする。

２ 第４１条の２第２項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「事

件記録」とあるのは、「事件記録又は裁判の執行に係る関係書類」と読み替える

ものとする。



第５節 還付等

第１款 通則

（裁判所から返還等の証拠品の受入れ）

第４６条 裁判所から証拠品の返還又は引渡しがあったときは、領置票により第２

８条に定める手続に準じて、受入れの手続をする。

第２款 還付

（証拠品の還付）

第４７条 証拠品担当事務官は、証拠品（換価代金を除く。）について還付すべき

旨の命令の記載された領置票（裁判執行領置票を含む。）を受領したときは、証

拠品を還付し、受還付人から還付請書（様式第２９号）を徴する。

２ 証拠品担当事務官は、受還付人が所在不明等のため還付することができない場

合には、検察官にその旨を報告する。

（換価代金の還付）

第４８条 証拠品担当事務官は、換価代金について還付すべき旨の命令の記載され

た領置票を受領したときは、これを歳入歳出外現金出納官吏に送付する。

２ 歳入歳出外現金出納官吏は、領置票の送付を受けたときは、還付の手続をする

とともに、領置票に押印してこれを証拠品担当事務官に返還し、還付請書は保管

する。

（還付の方法）

第４９条 証拠品担当事務官は、証拠品を還付する場合には、受還付人の出頭を求

め、又は受還付人の住所、居所等に持参し、本人又はその代理人に対し本人であ

ること又は代理権を有することを確認してからこれを交付する。書面で出頭を求

めるときは、証拠品還付通知書（甲）（様式第３０号）又は証拠品還付通知書（乙）

（様式第３１号）による。

２ 証拠品を公務所の長に還付する場合には、前項の規定にかかわらず、証拠品送

付書（様式第３２号）により証拠品を送付して還付することができる。

（郵便等による送付還付）

第５０条 証拠品担当事務官は、証拠品を郵便その他の方法により送付して還付す

るのを相当と認める場合には、受還付人に対し、送付による還付の希望の有無を

照会する。書面で照会するときは、証拠品の送付還付に関する照会書（様式第３

３号）による。

２ 前項の照会に対し、受還付人から、送付による還付を希望する旨の回答があっ

たときは、前条第１項の規定にかかわらず、証拠品を郵便の方法により送付する

場合は書留郵便に付して還付し、郵便以外の方法で送付する場合は書留郵便に準

ずる方法により還付する。受還付人から、出頭して受領する旨の回答があったに

もかかわらず、出頭しないまま相当日数を経過したときも、同様とする。

３ 前項の規定により証拠品を送付して還付するときは、証拠品担当事務官は、証



拠品送付通知書（様式第３４号）を作成し、所属課長等立会いの上で証拠品を領

置票（裁判執行領置票を含む。以下この条において同じ。）及び証拠品送付通知

書と対照して包装するとともに、領置票の備考欄に送付還付の旨を記入して当該

所属課長等の押印を受け、証拠品及び証拠品送付通知書をそれぞれ受還付人に送

付して還付請書を徴する手続をする。

４ 前項の送付手続を終えたときは、証拠品担当事務官は、書留郵便物受領証等に

より領置票の備考欄に当該郵便物等の引受番号等を記入する。

５ 第３項の手続をした場合において、受還付人から還付請書が提出されなかった

ときは、証拠品担当事務官は、受還付人に適宜な方法により還付請書の提出を督

促する。ただし、受還付人が提出の督促に応じないときその他やむを得ない事由

により還付請書を徴することができない場合には、証拠品を郵便の方法により送

付したときは配達証明書をもって、郵便以外の方法で送付したときは送付された

ことが確認できる書類をもって、それぞれ還付請書に代えることができる。

６ 前項ただし書の規定により配達証明書等をもって還付請書に代えたときは、証

拠品担当事務官は、領置票の備考欄に還付請書を徴することができなかった事由

を記入する。

（還付の嘱託）

第５１条 証拠品（換価代金を除く。）を司法警察員に送付して還付の手続を嘱託

するときは、証拠品還付嘱託書（様式第３５号）による。受還付人が刑事施設等

に収容されている場合において、その施設の長に嘱託するときも、同様とする。

２ 証拠品を受還付人の現在地を管轄する検察庁の検察官に送付して還付の手続を

嘱託するときは、証拠品処分嘱託書による。この場合において、換価代金の還付

の手続を嘱託するときは、保管替の手続をする。

３ 前項の規定により嘱託する場合には、受還付人が所有権を放棄したときは相当

の処分をされたい旨を明らかにした上、嘱託することができる。

（還付公告）

第５２条 押収物を還付することができないため公告すべき旨の命令の記載された

領置票（庁外保管領置票、裁判執行領置票及び裁判執行庁外保管領置票を含む。

以下この条において同じ。）を受領した場合において、その命令が検察庁の掲示

場に掲示して公告すべき旨の命令であるときは、証拠品担当事務官は、押収物還

付・交付・複写公告（甲）（様式第３６号）２部を作成し、それぞれに検察官の

押印を受け、そのうちの１部を関係書類として保管し、他の１部を検察庁の掲示

場に掲示する。掲示期間中にその期間を延長する旨の命令があったときは、掲示

中の押収物還付・交付・複写公告（甲）及び関係書類として保管中の押収物還付

・交付・複写公告（甲）に期間が延長された旨及び延長された期間の末日の年月

日を追記する。

２ 前項に規定する場合において、記載された命令が官報に掲載して公告すべき旨



の命令であるときは、証拠品担当事務官は、押収物還付・交付・複写公告（乙）

（様式第３６号の２）３部を作成し、そのうちの１部に検察官の押印を受けて関

係書類として保管し、他の２部を法務省大臣官房秘書課に送付して官報に掲載す

る手続を依頼する。

３ 第１項に規定する場合において、記載された命令が検察庁の掲示場に掲示し、

かつ、官報に掲載して公告すべき旨の命令であるときは、前２項の手続をそれぞ

れ行うものとする。

４ 前３項の規定は、公告の回数を増加する場合に準用する。

５ 領置票の備考欄には、公告の手続に関し同欄所定の事由が生じた都度必要事項

を記入する。

６ 刑訴法第４９９条第４項（同法第５１３条第９項において準用する場合を含

む。）の規定により、証拠品を廃棄し、又は公売する場合には、事件終結前にお

ける証拠品の廃棄又は売却に関する規定を準用する。

（公告期間満了の証拠品の処分）

第５３条 刑訴法第４９９条第３項（同法第５１３条第９項において読み替えて準

用する場合を含む。）の規定により国庫に帰属した証拠品の処分については、没

収物の処分に関する規定を準用する。

第３款 記録媒体の交付

（記録媒体の交付）

第５３条の２ 証拠品担当事務官は、記録媒体の交付をすべき旨の命令の記載され

た領置票（裁判執行領置票を含む。）を受領したときは、その交付をし、被差押

者から交付請書（様式第３６号の３）を徴する。

２ 証拠品担当事務官は、被差押者が所在不明等のため記録媒体の交付をすること

ができない場合には、検察官にその旨を報告する。

（記録媒体の交付の方法）

第５３条の３ 証拠品担当事務官は、記録媒体の交付をする場合には、被差押者の

出頭を求め、又は被差押者の住所、居所等に持参し、本人又はその代理人に対し

本人であること又は代理権を有することを確認してからその交付をする。書面で

出頭を求めるときは、記録媒体交付通知書（甲）（様式第３６号の４）又は記録

媒体交付通知書（乙）（様式第３６号の５）による。

２ 公務所の長に記録媒体の交付をする場合には、前項の規定にかかわらず、証拠

品送付書により送付してその交付をすることができる。

（郵便等による記録媒体の交付）

第５３条の４ 証拠品担当事務官は、記録媒体の交付に当たり、当該記録媒体を郵

便その他の方法により送付して行うのを相当と認める場合には、被差押者に対し、

送付による記録媒体の交付の希望の有無を照会する。書面で照会するときは、記

録媒体の送付交付に関する照会書（様式第３６号の６）による。



２ 前項の照会に対し、被差押者から、送付による記録媒体の交付を希望する旨の

回答があったときは、前条第１項の規定にかかわらず、当該記録媒体を郵便の方

法により送付する場合は書留郵便に付して交付し、郵便以外の方法で送付する場

合は書留郵便に準ずる方法により交付する。被差押者から、出頭して受領する旨

の回答があったにもかかわらず、出頭しないまま相当日数を経過したときも、同

様とする。

３ 前項の規定による記録媒体の交付を送付して行うときは、証拠品担当事務官は、

証拠品送付通知書を作成し、所属課長等立会いの上で当該記録媒体を領置票（裁

判執行領置票を含む。以下この条において同じ。）及び証拠品送付通知書と対照

して包装するとともに、領置票の備考欄に送付による記録媒体の交付の旨を記入

して当該所属課長等の押印を受け、当該記録媒体及び証拠品送付通知書をそれぞ

れ被差押者に送付して交付請書を徴する手続をする。

４ 前項の送付手続を終えたときは、証拠品担当事務官は、書留郵便物受領証等に

より領置票の備考欄に当該郵便物等の引受番号等を記入する。

５ 第３項の手続をした場合において、被差押者から交付請書が提出されなかった

ときは、証拠品担当事務官は、被差押者に適宜な方法により交付請書の提出を督

促する。ただし、被差押者が提出の督促に応じないときその他やむを得ない事由

により交付請書を徴することができない場合には、当該記録媒体を郵便の方法に

より送付したときは配達証明書をもって、郵便以外の方法で送付したときは送付

されたことが確認できる書類をもって、それぞれ交付請書に代えることができる。

６ 前項ただし書の規定により配達証明書等をもって交付請書に代えたときは、証

拠品担当事務官は、領置票の備考欄に交付請書を徴することができなかった事由

を記入する。

（記録媒体の交付の嘱託）

第５３条の５ 記録媒体の交付について、当該記録媒体を司法警察員に送付してそ

の交付の手続を嘱託するときは、記録媒体交付嘱託書（様式第３６号の７）によ

る。被差押者が刑事施設等に収容されている場合において、その施設の長に嘱託

するときも、同様とする。

２ 当該記録媒体を被差押者の現在地を管轄する検察庁の検察官に送付してその交

付の手続を嘱託するときは、証拠品処分嘱託書による。

３ 前項の規定により嘱託する場合には、被差押者が電磁的記録に係る権利を放棄

したときは相当の処分をされたい旨を明らかにした上、嘱託することができる。

第４款 電磁的記録の複写

（電磁的記録の複写）

第５３条の６ 証拠品担当事務官は、電磁的記録の複写をすべき旨の命令の記載さ

れた領置票（裁判執行領置票を含む。）を受領したときは、その複写をし、被差

押者から複写電磁的記録請書（様式第３６号の８）を徴する。



２ 証拠品担当事務官は、被差押者が所在不明等のため電磁的記録の複写をするこ

とができない場合には、検察官にその旨を報告する。

（電磁的記録の複写の方法）

第５３条の７ 電磁的記録の複写をする場合には、証拠品担当事務官は、被差押者

が提出した記録媒体に当該電磁的記録を複写する。

２ 前項の場合において、証拠品担当事務官は、被差押者の出頭を求め、又は被差

押者の住所、居所等に当該電磁的記録が記録された記録媒体を持参し、本人又は

その代理人に対し本人であること又は代理権を有することを確認してから、被差

押者が提出した記録媒体に当該電磁的記録を複写する。書面で出頭を求めるとき

は、電磁的記録複写通知書（甲）（様式第３６号の９）又は電磁的記録複写通知

書（乙）（様式第３６号の１０）による。

３ 公務所の長に電磁的記録の複写をする場合には、前項の規定にかかわらず、当

該公務所の長があらかじめ提出した記録媒体に当該電磁的記録を複写した上、証

拠品送付書により当該記録媒体を送付することができる。

（電磁的記録の複写をした記録媒体の郵便等による送付）

第５３条の８ 証拠品担当事務官は、電磁的記録の複写をした被差押者提出に係る

記録媒体を郵便その他の方法により被差押者に送付するのを相当と認める場合に

は、被差押者に対し、送付の希望の有無を照会する。書面で照会するときは、電

磁的記録の複写に関する照会書（様式第３６号の１１）による。

２ 前項の照会に対し、被差押者から、当該記録媒体の送付を希望する旨の回答が

あったときは、前条第２項の規定にかかわらず、証拠品担当事務官は、被差押者

が提出した記録媒体に当該電磁的記録を複写した上、当該記録媒体を郵便の方法

により送付する場合には書留郵便に付して送付し、郵便以外の方法で送付する場

合は書留郵便に準ずる方法により送付する。

３ 前項の規定により当該記録媒体を送付するときは、証拠品担当事務官は、証拠

品送付通知書を作成し、所属課長等立会いの上で複写した電磁的記録と領置票（裁

判執行領置票を含む。以下この条において同じ。）及び証拠品送付通知書と対照

して包装するとともに、領置票の備考欄に当該記録媒体を送付した旨を記入して

当該所属課長等の押印を受け、当該記録媒体及び証拠品送付通知書をそれぞれ被

差押者に送付して複写電磁的記録請書を徴する手続をする。

４ 前項の送付手続を終えたときは、証拠品担当事務官は、書留郵便物受領証等に

より領置票の備考欄に当該郵便物等の引受番号等を記入する。

５ 第３項の手続をした場合において、被差押者から複写電磁的記録請書が提出さ

れなかったときは、証拠品担当事務官は、被差押者に適宜な方法により複写電磁

的記録請書の提出を督促する。ただし、被差押者が提出の督促に応じないときそ

の他やむを得ない事由により複写電磁的記録請書を徴することができない場合に

は、当該記録媒体を郵便の方法により送付したときは配達証明書をもって、郵便



以外の方法で送付したときは送付されたことが確認できる書類をもって、それぞ

れ複写電磁的記録請書に代えることができる。

６ 前項ただし書の規定により配達証明書等をもって複写電磁的記録請書に代えた

ときは、証拠品担当事務官は、領置票の備考欄に複写電磁的記録請書を徴するこ

とができなかった事由を記入する。

（電磁的記録の複写の嘱託）

第５３条の９ 電磁的記録の複写について、当該電磁的記録が記録された記録媒体

を司法警察員に送付してその複写の手続を嘱託するときは、電磁的記録複写嘱託

書（様式第３６号の１２）による。

２ 当該記録媒体を被差押者の現在地を管轄する検察庁の検察官に送付して電磁的

記録の複写の手続を嘱託するときは、証拠品処分嘱託書による。

３ 前項の規定により嘱託する場合には、被差押者が電磁的記録に係る権利を放棄

したときは相当の処分をされたい旨を明らかにした上、嘱託することができる。

第５款 電磁的記録の公告等

（記録媒体の交付等の公告）

第５３条の１０ 第５２条の規定は、記録媒体の交付又は電磁的記録の複写をする

ことができないため公告すべき旨の命令の記載された領置票（裁判執行領置票を

含む。）を証拠品担当事務官が受領した場合に準用する。

（公告期間満了による電磁的記録の消去等）

第５３条の１１ 刑訴法第４９９条の２第２項又は第５１３条第１１項の規定によ

り記録媒体の交付をし、又は電磁的記録の複写をさせることを要しないこととさ

れて、電磁的記録に係る権利が消滅した電磁的記録については、消去等をする。

２ 第４１条の２第２項の規定は、前項の場合に準用する。

第６款 執行官提出

（執行官提出）

第５３条の１２ 証拠品担当事務官は、執行官に証拠品（換価代金を除く。以下こ

の条及び次条において同じ。）を提出すべき旨の命令の記載された裁判執行領置

票を受領したときは、証拠品を検察官に提出する。

２ 検察官は、刑訴法第５１３条第３項の規定により執行官に証拠品を提出したと

きは、押収物受領書（様式第３６号の１３）を徴する。ただし、検察官が証拠品

を提出したことを明らかにする書面を執行官から受領したときは、この限りでな

い。

３ 検察官は、前項の規定により徴した押収物受領書又は執行官から受領した検察

官が証拠品を提出したことを明らかにする書面を裁判の執行に係る関係書類に編

てつする。

第６節 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的

な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の規定によ



る領置

（消去等措置のための領置）

第５３条の１３ 証拠品担当事務官は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押

収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（令

和５年法律第６７号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。）第１２条前段又

は第１３条第７項前段の規定による領置のため検察官に提出すべき旨の命令の記

載された領置票（裁判執行領置票を含む。）を受領したときは、証拠品を検察官

に提出する。

２ 検察官は、性的姿態撮影等処罰法第１２条前段又は第１３条第３項前段若しく

は第７項前段の規定により証拠品を領置したときは、消去等措置のための領置証

明書（様式第３６号の１４）を作成する。

第７節 事件の移送及び中止並びに裁判の執行の嘱託

（他庁移送又は嘱託）

第５４条 検察官は、事件を他の検察庁の検察官に送致する場合において、その事

件の証拠品が運搬に不便な物その他送付することを適当としない物であるとき

は、これを自庁又は庁外に保管のまま事件を送致することができる。

２ 検察官は、事件を他の検察庁の検察官に送致する場合には、証拠品について送

付、自庁保管又は庁外保管の区別を移送書に記入する。

３ 証拠品担当事務官は、前項の規定により、証拠品について送付の旨記入された

移送書を受領したときは、これに同封送付、別途送付又は保管替送付の区別を記

入する。

４ 証拠品担当事務官は、第２項の規定により、証拠品について自庁保管の旨記入

された移送書を受領したときは、領置票の備考欄に自庁保管の旨を記入し、検察

官の押印を受ける。

５ 他の検察庁の検察官から証拠品を原庁に保管のまま送致された事件を他の検察

庁の検察官に送致したときは、証拠品担当事務官は、その旨を事件移送通知書（様

式第３７号）により原庁の証拠品担当事務官に通知するとともに、領置票の備考

欄に通知済みの旨を記入する。

６ 前項の通知を受けた証拠品担当事務官は、領置票の備考欄にその旨を記入する。

７ 第１項から第４項までの規定は、少年法第４２条第１項の規定により事件を家

庭裁判所に送致する場合に準用する。

８ 第１項から第６項までの規定は、裁判の執行を他の検察庁の検察官に嘱託、転

嘱又は返嘱する場合に準用する。この場合において、「移送書」とあるのは「裁

判の執行に係る嘱託書」と、「領置票」とあるのは「裁判執行領置票」と、「送

致された事件を他の検察庁の検察官に送致」とあるのは「嘱託された裁判の執行

を他の検察庁の検察官に嘱託」と、「事件移送通知書（様式第３７号）」とある

のは「裁判の執行嘱託通知書（様式第３７号の２）」と読み替えるものとする。



（証拠品の送付）

第５５条 証拠品担当事務官は、証拠品（換価代金を除く。）について送付すべき

旨の命令の記載された領置票（裁判執行領置票を含む。）を受領したときは、証

拠品を郵便その他適宜の方法で送付する。

２ 前項の送付に当たっては、証拠品が紛失し、滅失し、毀損し、又は変質する等

しないように注意する。

（換価代金の送付）

第５６条 証拠品担当事務官は、換価代金について送付すべき旨の命令の記載され

た領置票を受領したときは、これを歳入歳出外現金出納官吏に送付する。

２ 歳入歳出外現金出納官吏は、前項の規定により領置票の送付を受けたときは、

保管替の手続をし、領置票に押印してこれを保管金保管替通知書と共に証拠品担

当事務官に送付する。

３ 保管金保管替通知書は、事件記録と共に送付する。

（他庁移送又は嘱託時の自庁保管証拠品の取扱い）

第５７条 証拠品を自庁保管のまま事件を他の検察庁の検察官に送致した場合に

は、証拠品担当事務官は、移送事件の証拠品処分等に関する照会書（様式第３８

号）により、適時事件の処理状況及び証拠品処分に必要な事項を照会する。

２ 前項の規定は、証拠品を自庁保管のまま裁判の執行を他の検察庁の検察官に嘱

託した場合に準用する。この場合において、「移送事件の証拠品処分等に関する

照会書（様式第３８号）」とあるのは「裁判の執行嘱託の証拠品処分等に関する

照会書（様式第３８号の２）」と読み替えるものとする。

（移送被告事件等の証拠品の取扱い）

第５８条 第５４条第１項から第６項まで並びに第５５条、第５６条及び前条第１

項の規定は、併合、移送又は差戻しの裁判により被告事件が対応裁判所以外の裁

判所に係属したことに伴いその裁判所に対応する検察庁の検察官に裁判所未提出

証拠品を送付する場合に準用する。

（中止事件の証拠品）

第５９条 中止事件の証拠品は、公訴の時効が完成するまで保管する。ただし、刑

訴法第２２２条第１項の規定により準用される同法第１２１条から第１２４条ま

での規定による処分を妨げない。

２ 証拠品担当事務官は、証拠品のある事件が中止処分に付された場合において、

検察官から証拠品を保管すべき旨の指示を受けたときは、領置票の備考欄に中止

につき保管する旨及び時効完成年月日を記入して検察官の押印を受ける。この場

合において、事件が他の検察庁の検察官から送致されたものであって、その証拠

品が原庁に保管されているときは、原庁の証拠品担当事務官に対し、適宜の方法

によりその旨を通知する。

第８節 事件終結前又は裁判の執行前の処分



（事件終結前の還付等の促進）

第６０条 検察官は、証拠品のある事件について公訴を提起したとき、又は上訴の

申立てがあったときは、速やかに証拠品担当事務官を指揮して、当該事件の証拠

品で留置の必要がないものを還付、仮還付、記録媒体の交付又は電磁的記録の複

写をするように努める。

（事件終結前の還付、仮還付、被害者還付又は裁判の執行前の還付、仮還付）

第６１条 第５節（第３款から第６款までを除く。）の規定は、刑訴法第２２２条

第１項において準用する同法第１２３条（第３項を除く。）及び第１２４条の規

定による還付、仮還付及び被害者還付について準用する。ただし、仮還付する場

合には、還付請書に代えて仮還付請書（様式第３９号）を徴する。

２ 証拠品担当事務官は、前項の規定により徴した還付請書又は仮還付請書を検察

官に提出し、これを事件記録に編てつする。

３ 第５節（第１款及び第３款から第６款までを除く。）の規定は、刑訴法第５１

３条第１項において準用する同法第１２３条第１項及び第２項の規定による還付

及び仮還付について準用する。ただし、仮還付する場合には、還付請書に代えて

仮還付請書を徴する。

４ 第２項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「事件記録」と

あるのは「裁判の執行に係る関係書類」と読み替えるものとする。

（事件終結前又は裁判の執行前の記録媒体の交付等）

第６１条の２ 第５節（第２款及び第６款を除く。）の規定は、刑訴法第２２２条

第１項において準用する同法第１２３条第３項の規定による記録媒体の交付及び

電磁的記録の複写について準用する。

２ 証拠品担当事務官は、前項の規定により徴した交付請書又は複写電磁的記録請

書を検察官に提出し、これを事件記録に編てつする。

３ 第５節（第１款、第２款及び第６款を除く。）の規定は、刑訴法第５１３条第

１項において読み替えて準用する同法第１２３条第３項の規定による記録媒体の

交付及び電磁的記録の複写について準用する。

４ 第２項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「事件記録」と

あるのは「裁判の執行に係る関係書類」と読み替えるものとする。

（仮還付証拠品の処分）

第６２条 仮還付した証拠品を処分する場合には、提出を求めて処分する。ただし、

運搬に不便等の理由により証拠品を提出させることができないときは、自庁保管

の証拠品を処分する場合の手続に準じて、処分することができる。

２ 仮還付した証拠品をそのまま還付する場合には、前項の規定にかかわらず、証

拠品担当事務官は、検察官の指示を受け、本還付通知書（様式第４０号）により、

その旨を通知する。

３ 本還付通知書により還付の通知をしたときは、証拠品担当事務官は、その年月



日及び通知した旨を事件記録の仮還付請書に記載して押印する。

（換価処分決定書）

第６３条 検察官は、刑訴法第２２２条第１項の規定により準用される同法第１２

２条の規定により証拠品を売却する場合には、換価処分決定書（様式第４１号）

を作成し、証拠品担当事務官に交付する。

２ 証拠品担当事務官は、前項の規定により交付を受けた換価処分決定書を事件記

録に編てつする。

（換価処分の手続）

第６４条 証拠品担当事務官は、換価処分をすべき旨の命令の記載された領置票を

受領したときは、これを証拠品と共に没収物等取扱者に送付する。

２ 没収物等取扱者は、前項の規定により領置票及び証拠品の送付を受けたときは、

これらを対照して確認した上、領置票に押印して証拠品担当事務官に返還し、証

拠品を受領して売却の手続をする。売却の手続を終えたときは、換価処分調書（様

式第４２号）を作成し、これを売却代金と共に証拠品担当事務官に送付する。

３ 証拠品担当事務官は、前項の規定により換価処分調書及び売却代金の送付を受

けたときは、売却代金については、第５条に定める手続に準じて領置票に新たに

換価代金の符号を起こした上、第８条第５項及び第９条に定める手続に準じて売

却代金を歳入歳出外現金出納官吏に送付し、換価処分調書については、これを検

察官に提出して事件記録に編てつする。

４ 第２項の売却の手続については、会計法、予算決算及び会計令、契約事務取扱

規則及び法務省所管契約事務取扱規程の国の財産の売却に関する規定を準用す

る。

５ 前４項の規定にかかわらず、検察官は、証拠品担当事務官に売却の手続をさせ

ることができる。この場合には、証拠品担当事務官は、前３項に定める手続に準

じて、その手続をする。

６ 不動産及び船舶を売却した場合において、買受人から所有権移転登記の申請が

あったときは、当該処分をした検察官の属する検察庁の長は、当該不動産の所在

地又は当該船舶の船籍港を管轄する法務局の長又は地方法務局の長に対して所有

権移転の登記を嘱託する。この場合には、嘱託書に登記の原因及び登記の目的を

明記する。

（事件終結前又は裁判の執行前の廃棄）

第６５条 検察官は、刑訴法第２２２条第１項又は第５１３条第１項の規定により

準用される同法第１２１条第２項の規定により事件終結前又は裁判の執行前に証

拠品を廃棄する場合には、廃棄処分決定書（様式第４３号）を作成し、証拠品担

当事務官に交付する。

２ 証拠品担当事務官は、前項の規定により交付を受けた廃棄処分決定書を事件記

録又は裁判の執行に係る関係書類に編てつする。



（廃棄処分の手続）

第６６条 前条第１項の規定による証拠品の処分については、第３０条第２項の規

定を準用する。この場合において、証拠品の処分をしたときは、証拠品担当事務

官は、廃棄処分調書（様式第４４号）を作成して検察官に提出し、これを事件記

録又は裁判の執行に係る関係書類に編てつする。

（事件終結前又は裁判の執行前の処分の記載）

第６７条 事件終結前に還付、仮還付、被害者還付、記録媒体の交付、電磁的記録

の複写、換価処分又は廃棄処分があったときは、証拠品担当事務官は、証拠金品

総目録及び差押調書、記録命令付差押調書又は領置調書にその旨を記入する。

２ 前項の規定は、裁判の執行前に還付、仮還付、記録媒体の交付、電磁的記録の

複写又は廃棄処分があった場合に準用する。

第５章 庁外保管の証拠品

（証拠品警察署等保管・証拠品保管委託の送致等事件）

第６８条 司法警察員、国税庁監察官又は収税官吏等（以下「司法警察員等」とい

う。）から証拠品をその所属する官署に保管のまま事件の送致、送付又は告発が

あったときは、証拠品担当事務官は、庁外保管領置票（様式第４５号）に品名、

数量その他必要事項を記入し、所属課長等の押印を受ける。

２ 司法警察員等から証拠品を保管委託のまま事件の送致、送付又は告発があった

ときは、証拠品担当事務官は、前項に定める手続に準じて、その手続をする。こ

の場合において、証拠品担当事務官は、保管請書の内容を調査した上、保管委託

通知書（様式第４６号）に必要事項を記入し、検察官の記名押印を受けてこれを

保管者に送付する。

３ 第４条第３項の規定は、前２項の規定により手続をした場合に準用する。

（証拠品原庁等保管・証拠品保管委託の移送事件等）

第６９条 他の検察庁の検察官から証拠品を原庁又は司法警察員等の所属する官署

に保管のまま事件の送致があったときは、証拠品担当事務官は、庁外保管領置票

に品名、数量その他必要事項を記入し、所属課長等の押印を受ける。

２ 他の検察庁の検察官から証拠品を保管委託のまま事件の送致があったときは、

証拠品担当事務官は、前項に定める手続に準じて、その手続をする。この場合に

おいて、証拠品担当事務官は、保管請書の内容を調査した上、保管委託通知書に

必要事項を記入し、検察官の記名押印を受けてこれを保管者に送付する。

３ 前２項の規定は、他の検察庁の検察官から証拠品を原庁に保管又は保管委託の

まま裁判の執行の嘱託があった場合に準用する。この場合において、「庁外保管

領置票」とあるのは「裁判執行庁外保管領置票（様式第４７号の２）」と読み替

えるものとする。

４ 第４条第４項の規定は、前３項の規定により手続をした場合に準用する。

（証拠品の保管委託）



第７０条 刑訴法第２２２条第１項の規定により準用される同法第１２１条第１項

の規定により所有者その他の者に証拠品を保管させる場合には、証拠品担当事務

官は、庁外保管領置票に品名、数量その他必要事項を記入し、所属課長等の押印

を受ける。この場合において、既に領置票が作成されているときは、その領置票

の命令要旨欄に保管委託の旨を記入し、検察官の押印を受けて整理する。

２ 前項の規定により証拠品を保管させる場合には、証拠品担当事務官は、保管請

書（様式第４７号）を徴して検察官に提出し、これを事件記録に編てつする。

３ 前２項の規定は、刑訴法第５１３条第１項において準用する同法第１２１条第

１項の規定により所有者その他の者に証拠品を保管させる場合に準用する。この

場合において、「庁外保管領置票」とあるのは「裁判執行庁外保管領置票」と、

「領置票」とあるのは「裁判執行領置票」と、「事件記録」とあるのは「裁判の

執行に係る関係書類」と読み替えるものとする。

４ 第６７条の規定は、第１項及び第３項の保管委託の手続があった場合に準用す

る。

（庁外保管証拠品の領置番号等）

第７１条 第６条及び第７条の規定は、前３条の規定により庁外保管領置票（裁判

執行庁外保管領置票を含む。）が作成された場合に準用する。

（保管委託証拠品の確認）

第７２条 第６８条第２項、第６９条第２項又は第７０条の規定により保管委託さ

れた証拠品については、検察官は、証拠品担当事務官をして直接保管場所におい

て当該証拠品の保管状況を確認させる。この場合には、証拠品担当事務官は、保

管委託証拠品の保管状況確認報告書（様式第４８号）によりその結果を検察官に

報告する。

２ 前項の場合において、直接保管場所において保管状況を確認することが困難な

ときは、同項の規定にかかわらず、検察官は、証拠品担当事務官をして保管委託

証拠品に関する照会書（様式第４９号）によりその保管状況を確認させることが

できる。

（支出負担行為担当官への通知）

第７３条 検察官は、第６８条第２項、第６９条第２項若しくは第３項又は第７０

条の規定により保管委託された証拠品について保管料を要するときは、その旨を

支出負担行為担当官に通知する。

２ 前項の手続をするときは、証拠品担当事務官は、保管料支出事由発生・変更通

知書（様式第５０号）に必要事項を記入し、検察官の記名押印を受けて支出負担

行為担当官に提出し、庁外保管領置票（裁判執行庁外保管領置票を含む。）の備

考欄にその旨を記入する。保管料に変更があった場合も、同様とする。

（警察署等保管の証拠品の処分）

第７４条 司法警察員等の所属する官署に保管中の証拠品を処分する場合には、検



察官は、当該官署の長に対し証拠品処分嘱託書によりその処分手続を嘱託する。

この場合には、庁外保管領置票によりその処分を決定した上、嘱託する。

２ 司法警察員等の所属する官署の長から前項の嘱託に基づき没収物を売却した旨

の回答があったときは、検察官は、売却代金について歳入編入の処分をする。

３ 証拠品担当事務官は、前項の処分をすべき旨の命令の記載された庁外保管領置

票を受領したときは、歳入徴収官に提出する。

４ 歳入徴収官は、庁外保管領置票の提出を受けたときは、これに押印して証拠品

担当事務官に返還し、収入官吏に命じて司法警察員等の所属する官署の長から売

却代金を受領させ、歳入編入の手続をする。

５ 司法警察員等の所属する官署の長から第１項の嘱託に基づき証拠品を換価処分

した旨の回答があったときは、証拠品担当事務官は、第６４条第３項の手続に準

じて、換価代金の受入れの手続をする。

６ 司法警察員等の所属する官署に保管中の証拠品は、第１項の規定にかかわらず、

必要に応じその提出を求めて処分する。この場合には、証拠品担当事務官は、庁

外保管領置票の命令要旨欄に提出を求める旨を記入し、検察官の押印を受ける。

７ 前項の規定により証拠品が提出されたときは、証拠品担当事務官は、領置票（没

収領置票を含む。）を作成して受入れの手続をするとともに、庁外保管領置票を

整理する。

８ 第６項の場合において、運搬に不便等の理由により証拠品を提出させることが

できないときは、庁外保管領置票によりその処分を決定し、自庁保管の証拠品を

処分する場合の手続に準じて、これを行う。

９ 他の検察庁の管轄区域内の司法警察員等の所属する官署に保管中の証拠品を処

分する場合には、検察官は、当該検察庁の検察官に対し証拠品処分嘱託書により

その処分を嘱託する。この場合には、庁外保管領置票によりその処分を決定した

上、嘱託する。ただし、処分を決定することが困難なときは、相当の処分をされ

たい旨を明らかにして嘱託する。

（原庁保管の証拠品の処分）

第７５条 原庁保管の証拠品を処分する場合には、検察官は、その証拠品を保管す

る検察庁の検察官に対し証拠品処分嘱託書によりその処分を嘱託する。この場合

には、庁外保管領置票（裁判執行庁外保管領置票を含む。）によりその処分を決

定した上、嘱託する。ただし、処分を決定することが困難なときは、相当の処分

をされたい旨を明らかにして嘱託する。

２ 前項本文の嘱託が還付である場合には、受還付人が所有権を放棄したときは相

当の処分をされたい旨を明らかにして嘱託することができる。

３ 第１項の嘱託が記録媒体の交付又は電磁的記録の複写である場合には、被差押

者が電磁的記録に係る権利を放棄したときは相当の処分をされたい旨を明らかに

して嘱託することができる。



（警察署等保管証拠品等の消去等措置のための領置）

第７５条の２ 証拠品担当事務官は、司法警察員等の所属する官署又は他の検察庁

に保管中の証拠品（換価代金を除く。）について、性的姿態撮影等処罰法第１２

条前段の規定による領置のため押収を解く旨の命令の記載された庁外保管領置票

（裁判執行庁外保管領置票を含む。）を受領したときは、押収解除通知書（様式

第５０号の２）に必要事項を記入し、検察官の記名押印を受けてこれを当該官署

の長又は当該検察庁の検察官に送付する。

（保管委託証拠品の処分）

第７６条 第６８条第２項、第６９条第２項若しくは第３項又は第７０条の規定に

より保管委託された証拠品を処分する場合には、第７４条第６項から第９項まで

の規定を準用する。この場合において、「庁外保管領置票」とあるのは「庁外保

管領置票（裁判執行庁外保管領置票を含む。）」と、「領置票（没収領置票を含む。）」

とあるのは「領置票（没収領置票及び裁判執行領置票を含む。）」と読み替える

ものとする。

２ 前項の場合において、証拠品担当事務官は、保管解除通知書（様式第５１号）

に必要事項を記入し、検察官の記名押印を受けてこれを保管者に送付する。

３ 証拠品を保管者に還付するときは、前２項の規定にかかわらず、庁外保管領置

票（裁判執行庁外保管領置票を含む。）によりその処分を決定した上、証拠品還

付通知書（丁）（様式第５２号）を保管者に送付して還付請書を徴する。

（保管委託証拠品の消去等措置のための領置）

第７６条の２ 証拠品担当事務官は、第６８条第２項、第６９条第２項又は第７０

条の規定により保管委託された証拠品（換価代金を除く。）について、性的姿態

撮影等処罰法第１２条前段の規定による領置のため押収を解き保管解除する旨の

命令の記載された庁外保管領置票（裁判執行庁外保管領置票を含む。）を受領し

たときは、保管解除通知書に必要事項を記入し、検察官の記名押印を受けてこれ

を保管者に送付する。

（裁判所外保管没収物の取扱い）

第７７条 裁判所からその庁外に保管されている没収物の引継ぎがあったときは、

没収領置票を作成して第６８条第２項に定める保管委託通知及び第７３条に定め

る保管料支出事由発生通知に関する手続をし、第７４条に定める手続に準じて、

これを処分する。

（移送被告事件等に係る原庁等保管証拠品の取扱い）

第７８条 本章の規定（第６８条及び第７０条を除く。）は、第５８条の規定によ

り他の検察庁の検察官から証拠品の送付があった場合に準用する。

第６章 共助

（嘱託に伴う領置票備考欄の記入等）

第７９条 没収の執行及び証拠品の処分に関して嘱託をする場合並びにその嘱託に



対する回答があった場合には、証拠品担当事務官は、領置票（没収領置票、庁外

保管領置票、裁判執行領置票及び裁判執行庁外保管領置票を含む。）の備考欄に

その旨を記入する。

２ 第５１条の規定による証拠品の還付の嘱託に対し、還付不能のため返嘱があっ

た場合には、元の符号により、領置票（裁判執行領置票を含む。）に受入れの手

続をする。第５３条の５の規定による記録媒体の交付の嘱託に対し、交付不能の

ため返嘱があった場合及び第５３条の９の規定による電磁的記録の複写の嘱託に

対し、複写不能のため返嘱があった場合も、同様とする。

（還付の受託）

第８０条 第５１条第２項若しくは第３項又は第７５条第１項若しくは第２項の規

定による証拠品の還付の嘱託があった場合には、証拠品担当事務官は、証拠品共

助事件簿（様式第５３号）に所定の事項を登載し、証拠品に関する嘱託受理通知

書（様式第５４号）に必要事項を記入して嘱託した検察官の属する検察庁にこれ

を送付する。ただし、還付手続を遅滞なく行う場合には、証拠品に関する嘱託受

理通知書は送付することを要しない。

２ 前項本文に規定する場合には、領置票（裁判執行領置票を含む。以下この条に

おいて同じ。）を作成して自庁証拠品を処分する場合の取扱いに準じて、その手

続をする。ただし、第７５条第１項又は第２項の規定による還付の嘱託について

は、新たに領置票を作成することを要しない。

３ 証拠品を還付したときは、証拠品に関する嘱託回答書によりその旨を速やかに

回答する。第５１条第３項又は第７５条第２項の規定による嘱託に対し、還付以

外の処分を終えたときも、同様とする。

４ 受還付人の所在が不明になった等の事由により還付することができないとき

は、その事由を付して速やかに返嘱する。ただし、第５１条第３項又は第７５条

第２項の規定による嘱託の場合は、この限りでない。

５ 受還付人が他の検察庁の管轄区域内に転居したときは、その検察庁の検察官に

還付を転嘱することができる。この場合には、証拠品担当事務官は、証拠品還付

転嘱通知書（様式第５５号）により嘱託した検察官の属する検察庁の証拠品担当

事務官にその旨を通知する。

６ 第２項から前項までの手続を終えたときは、領置票及び証拠品共助事件簿にそ

の旨を記入して整理する。

７ 第５項の通知を受けた証拠品担当事務官は、領置票の備考欄にその旨を記入す

る。

（記録媒体の交付の受託）

第８０条の２ 第５３条の５第２項若しくは第３項又は第７５条第１項若しくは第

３項の規定による記録媒体の交付の嘱託があった場合には、証拠品担当事務官は、

証拠品共助事件簿に所定の事項を登載し、証拠品に関する嘱託受理通知書に必要



事項を記入して嘱託した検察官の属する検察庁にこれを送付する。ただし、記録

媒体の交付手続を遅滞なく行う場合には、証拠品に関する嘱託受理通知書は送付

することを要しない。

２ 前項本文に規定する場合には、領置票（裁判執行領置票を含む。以下この条に

おいて同じ。）を作成して自庁証拠品を処分する場合の取扱いに準じて、その手

続をする。ただし、第７５条第１項又は第３項の規定による記録媒体の交付の嘱

託については、新たに領置票を作成することを要しない。

３ 記録媒体の交付をしたときは、証拠品に関する嘱託回答書によりその旨を速や

かに回答する。第５３条の５第３項又は第７５条第３項の規定による記録媒体の

交付の嘱託に対し、その交付以外の処分を終えたときも、同様とする。

４ 被差押者の所在が不明になった等の事由により記録媒体の交付をすることがで

きないときは、その事由を付して速やかに返嘱する。ただし、第５３条の５第３

項又は第７５条第３項の規定による嘱託の場合は、この限りでない。

５ 被差押者が他の検察庁の管轄区域内に転居したときは、その検察庁の検察官に

記録媒体の交付を転嘱することができる。この場合には、証拠品担当事務官は、

記録媒体交付転嘱通知書（様式第５５号の２）により嘱託した検察官の属する検

察庁の証拠品担当事務官にその旨を通知する。

６ 第２項から前項までの手続を終えたときは、領置票及び証拠品共助事件簿にそ

の旨を記入して整理する。

７ 第５項の通知を受けた証拠品担当事務官は、領置票の備考欄にその旨を記入す

る。

（電磁的記録の複写の受託）

第８０条の３ 第５３条の９第２項若しくは第３項又は第７５条第１項若しくは第

３項の規定による電磁的記録の複写の嘱託があった場合には、証拠品担当事務官

は、証拠品共助事件簿に所定の事項を登載し、証拠品に関する嘱託受理通知書に

必要事項を記入して嘱託した検察官の属する検察庁にこれを送付する。ただし、

複写手続を遅滞なく行う場合には、証拠品に関する嘱託受理通知書は送付するこ

とを要しない。

２ 前項本文に規定する場合には、領置票（裁判執行領置票を含む。以下この条に

おいて同じ。）を作成して自庁証拠品を処分する場合の取扱いに準じて、その手

続をする。ただし、第７５条第１項又は第３項の規定による電磁的記録の複写の

嘱託については、新たに領置票を作成することを要しない。

３ 電磁的記録の複写をしたときは、証拠品に関する嘱託回答書によりその旨を速

やかに回答する。第５３条の９第３項又は第７５条第３項の規定による電磁的記

録の複写の嘱託に対し、その複写以外の処分を終えたときも、同様とする。

４ 被差押者の所在が不明になった等の事由により電磁的記録の複写をすることが

できないときは、その事由を付して速やかに返嘱する。ただし、第５３条の９第



３項又は第７５条第３項の規定による嘱託の場合は、この限りでない。

５ 被差押者が他の検察庁の管轄区域内に転居したときは、その検察庁の検察官に

電磁的記録の複写を転嘱することができる。この場合には、証拠品担当事務官は、

電磁的記録複写転嘱通知書（様式第５５号の３）により嘱託した検察官の属する

検察庁の証拠品担当事務官にその旨を通知する。

６ 第２項から前項までの手続を終えたときは、領置票及び証拠品共助事件簿にそ

の旨を記入して整理する。

７ 第５項の通知を受けた証拠品担当事務官は、領置票の備考欄にその旨を記入す

る。

（処分の受託）

第８１条 第３６条、第７４条第９項（第７６条の規定により準用する場合を含

む。）、第７５条第１項（嘱託が還付、記録媒体の交付及び電磁的記録の複写で

ある場合を除く。）、第８６条第２項又は第８７条第２項の規定による証拠品の

処分の嘱託があった場合には、第８０条第１項の規定を準用する。

２ 前項の場合には、領置票（没収領置票、庁外保管領置票、裁判執行領置票及び

裁判執行庁外保管領置票を含む。この項において同じ。）を作成した上、処分の

手続をする。ただし、既に領置票が作成されているときは、新たに作成すること

を要しない。

３ 第８６条第２項又は第８７条第２項の規定による嘱託があった場合において、

没収物が裁判所に保管されているときは、裁判所から没収物の引渡しを受けて処

分する。

４ 第７５条第１項の規定により没収物の処分の嘱託があった場合において、没収

物が証拠品として裁判所に提出されているときは、裁判所に対しその旨を通知す

る。裁判所から没収物の引渡しを受けたときは、没収領置票を作成した上、処分

の手続をする。

５ 処分を終えたときは、証拠品に関する嘱託回答書によりその旨を速やかに回答

し、証拠品共助事件簿を整理する。第５１条第３項、第５３条の５第３項、第５

３条の９第３項又は第７５条第２項若しくは第３項の規定による嘱託に対し、還

付、記録媒体の交付又は電磁的記録の複写以外の処分を終えたときも、同様とす

る。

（没収の執行の受託）

第８２条 第４０条の規定による没収の執行の嘱託があった場合には、第８０条第

１項及び前条第５項の規定を準用する。

２ 前項の場合には、没収領置票を作成した上、没収の執行の手続をする。

第７章 上訴事件の特則

（上訴事件の証拠品の送付）

第８３条 上訴事件について、裁判所未提出証拠品を上訴裁判所に対応する検察庁



の検察官に送付するときは、第５５条に定める手続に準じて、これを行う。

（上訴事件の証拠品の受領）

第８４条 上訴裁判所に対応する検察庁において、前条の規定により証拠品の送付

を受けたときは、第２章に定める手続に準じて、受入れの手続をする。

（上訴事件の結果の通知）

第８５条 没収の裁判があった事件が上訴裁判所において確定したときは、上訴裁

判所に対応する検察庁の証拠品担当事務官は、原審裁判所に対応する検察庁の証

拠品担当事務官に対し、その旨を速やかに通知する。

２ 前項の規定により高等検察庁の証拠品担当事務官が通知を受けた場合におい

て、当該事件について第一審裁判所においても没収の裁判がなされているときは、

その裁判所に対応する検察庁の証拠品担当事務官に対し、その旨を速やかに通知

する。

（上訴裁判所対応検察庁の没収物の処分手続）

第８６条 上訴裁判所に対応する検察庁の検察官は、裁判所から下級裁判所又はそ

の庁外に保管のまま没収物の引継ぎを受けたときは、没収領置票を作成した上、

処分の手続をする。没収物が下級裁判所に対応する検察庁において保管されてい

るとき、又はその庁外に保管されているときも、同様とする。

２ 前項の場合において、下級裁判所に対応する検察庁の検察官に処分を嘱託する

ときは、証拠品処分嘱託書による。

（原審裁判所対応検察庁の没収物の処分手続）

第８７条 原審裁判所に対応する検察庁の検察官は、裁判所から上訴裁判所に保管

のまま没収物の引継ぎを受けたときは、没収領置票を作成した上、処分の手続を

する。

２ 前項の場合において、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官に処分を嘱託する

ときは、証拠品処分嘱託書による。

第８章 再審請求事件等の証拠品の保管の特則

（再審請求事件の証拠品の保管等）

第８８条 検察官は、再審の請求があった場合において、原判決に係る被告事件の

証拠品で、没収の裁判、所有権放棄又は刑訴法第４９９条第３項の規定により国

庫に帰属したものがあるときは、再審の請求に対する裁判が確定するまでこれを

保管する。電磁的記録が記録された記録媒体であって、電磁的記録に係る権利が

放棄されたもの、又は同法第４９９条の２第２項の規定により記録媒体の交付を

し、若しくは複写をさせることを要しないこととされたものについても、同様と

する。

２ 証拠品担当事務官は、事件事務規程（平成２５年法務省刑総訓第１号大臣訓令）

第１６１条第３項前段又は第４項の規定により再審の請求があった旨の通知があ

ったときは、これを検察官に報告した上、原判決に係る被告事件の領置票（没収



領置票及び庁外保管領置票を含む。以下この章において同じ。）の備考欄にその

旨及び再審請求事件の裁判確定まで保管する旨を記入し、検察官の押印を受ける。

３ 証拠品担当事務官は、事件事務規程第１６１条第３項後段又は第４項の規定に

より再審の請求を棄却する裁判が確定した旨の通知があったときは、これを検察

官に報告した上、原判決に係る被告事件の領置票の備考欄にその旨を記入し、検

察官の押印を受ける。

（再審請求が予測される場合の証拠品の保管）

第８９条 検察官は、再審の請求が行われることが予測されるときは、前条第１項

に規定する証拠品を期間を定めて保管する。次項の規定による報告があったとき

も、同様とする。

２ 証拠品担当事務官は、記録事務規程（平成２５年法務省刑総訓第６号大臣訓令）

第９条第４項の規定により再審の請求が行われることが予測される旨の通知があ

ったときは、これを検察官に報告する。

３ 証拠品担当事務官は、検察官から、第１項の規定により当該証拠品を保管する

旨の指示があったときは、当該証拠品の領置票の備考欄に再審の請求が行われる

ことが予測されるため証拠品を保管する旨及び保管する期間を記入し、検察官の

押印を受ける。

４ 証拠品担当事務官は、前項の手続をした場合であって第２項に規定する通知を

受けていないときは、当該被告事件に係る刑事確定訴訟記録を保管し、又は保存

する検察官の属する検察庁の記録担当事務官（記録事務規程第３条に規定する記

録担当事務官をいう。）に対して再審の請求が行われることが予測されるため証

拠品を保管することとなった旨を速やかに通知する。

５ 第１項の保管期間は、延長することができる。この場合には、第３項の規定を

準用する。

（再審事件の証拠品の保管等）

第９０条 検察官は、再審開始の決定が確定したときは、第８８条第１項の規定に

より保管している証拠品を再審の裁判が確定するまで保管する。

２ 証拠品担当事務官は、事件事務規程第１６１条第３項後段又は第４項の規定に

より再審開始の決定が確定した旨の通知があったときは、これを検察官に報告し

た上、原判決に係る被告事件の領置票の備考欄にその旨及び再審の裁判確定まで

保管する旨を記入し、検察官の押印を受ける。

３ 証拠品担当事務官は、執行事務規程（平成２５年法務省刑総訓第２号大臣訓令）

第６条の規定により再審の裁判が確定した旨の通知があったときは、これを検察

官に報告した上、原判決に係る被告事件の領置票の備考欄にその旨を記入し、検

察官の押印を受ける。

第９章 書類の整理等

（領置票の整理保管）



第９１条 証拠品担当事務官は、証拠品の処分が終わったとき、又は領置票、庁外

保管領置票、裁判執行領置票若しくは裁判執行庁外保管領置票に移記の手続を終

えたときは、領置票（没収領置票、庁外保管領置票、裁判執行領置票及び裁判執

行庁外保管領置票を含む。以下この章において同じ。）のてん末欄にその年月日

及びその旨を記入して押印する。ただし、国有財産事務分掌者、没収物等取扱者、

歳入徴収官又は歳入歳出外現金出納官吏が処分の手続をする場合（没収物等取扱

者が換価処分の手続をする場合を除く。）には、その処分命令をこれらの者に通

知した年月日及び通知した旨を記入して押印すれば足りる。

２ 証拠品担当事務官は、領置票の事件処分欄に必要事項をその都度記入する。た

だし、領置票に記載された全ての証拠品について、前項の手続を終えた後は記入

することを要しない。

３ 証拠品担当事務官は、既済になった領置票を処理年度ごとにその種別及び作成

年度別に区分した上、領置番号順に整理して保管する。

（領置票整理簿の整理）

第９２条 証拠品担当事務官は、領置票が既済になったときは、その都度領置票整

理簿の処分終了年月日欄に処分終了の年月日を記入する。

（領置票てん末欄の記入方式）

第９３条 第９１条の規定により証拠品担当事務官が行う領置票のてん末欄の記入

は、おおむね別表第１に定める方式による。

（没収物品等処分簿の整理）

第９４条 没収物等取扱者は、没収物品等処分簿に登載した証拠品を処理したとき

は、そのてん末欄に処理年月日及びその旨を記入して押印する。

（関係書類の整理）

第９５条 処分が終わっていない証拠品に係る各種嘱託書及び照会書その他の書類

は、領置番号ごとに取りまとめて保管する。処分が終わった証拠品に係る各種関

係書類は、領置票とは別に既済の各証拠品関係書類つづりに編てつして整理する。

（証拠品事務に関する統計報告）

第９６条 証拠品担当事務官は、証拠品の処理状況を調査し、毎月証拠品事務月表

（様式第５６号）及び立会封金処理表（様式第５７号）を作成して翌月１０日ま

でにその庁の長に提出する。

２ 歳入歳出外現金出納官吏は、換価代金の処理状況を調査し、毎月換価代金処理

表（様式第５８号）を作成して翌月１０日までにその庁の長に提出する。

３ 前２項の場合、高等検察庁支部又は地方検察庁支部にあっては、支部長に提出

する。

４ 高等検察庁支部、地方検察庁支部又は区検察庁の長は、第１項及び第２項の報

告を受けたときは、これを確認した上、検事長又は検事正に速やかに提出する。

（検査報告）



第９７条 検事総長、検事長又は検事正は、毎年１回以上その指定する職員をして

その庁（高等検察庁にあっては、高等検察庁及び高等検察庁支部を、地方検察庁

にあっては、地方検察庁、地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。）

の証拠品及びこれに関する帳簿その他の書類を検査させた上、その結果を報告さ

せる。

第１０章 特別手続

（支部及び区検察庁における特別手続）

第９８条 検事正は、地方検察庁支部及び区検察庁において特に必要があるときは、

特別の取扱いによらせることができる。ただし、この場合においてもこの規程の

趣旨を尊重しなければならない。

（領置票等に関する特別取扱い）

第９９条 検事正は、地方検察庁及びその管轄区域内にある区検察庁のうち二以上

の庁の証拠品事務を同一の職員により処理させる場合において事務処理上支障が

ないときは、領置票（没収領置票、庁外保管領置票、裁判執行領置票及び裁判執

行庁外保管領置票を含む。以下この条及び次条において同じ。）、証拠品に関す

る統計表及び帳簿等につき、これを庁別に区分しない取扱いをさせることができ

る。

２ 前項の場合において、領置票を庁別に区分しない取扱いとされた庁相互の間に

おいて証拠品のある事件が送致されたときは、領置票の作成に代えて、事件を送

致した庁において作成した領置票に送致を受けた庁の事件番号を記入する。

（国庫帰属証拠品の引継処分）

第１００条 地方検察庁支部及び区検察庁において国庫に帰属した証拠品を処分す

る場合には、あらかじめ検事正の指定したものに限り、その庁の所在地を管轄す

る地方検察庁の検察官に対し、引継書により当該証拠品を引き継ぐことができる。

当該証拠品が他の検察庁の検察官から処分の嘱託を受けたものであるときは、そ

の証拠品処分嘱託書を引継書に添付して引き継ぐとともに、嘱託した検察官にそ

の旨を通知する。

２ 前項の引継ぎを受けた地方検察庁においては、領置票を作成し、自庁保管の証

拠品を処分する場合の取扱いに準じて、その手続をする。当該証拠品が前項後段

に該当するものである場合において、その処分を終えたときは、証拠品に関する

嘱託回答書によりその旨を回答する。

（特別手続の報告）

第１０１条 検事正は、前３条の措置を採ったときは、直接法務大臣に対し、その

旨を報告するとともに、検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければ

ならない。

（地方検察庁における特別取扱い）

第１０２条 検事正は、地方検察庁（支部を除く。）において事務処理上支障がな



いときは、法務大臣の許可を得て次に掲げる特別の取扱いをさせることができる。

(1) 領置票に相当の表示をして没収領置票、庁外保管領置票、裁判執行領置票及

び裁判執行庁外保管領置票の作成に代え、又は裁判執行領置票に相当の表示を

して裁判執行庁外保管領置票の作成に代えること。

(2) 領置票、没収領置票、庁外保管領置票、裁判執行領置票及び裁判執行庁外保

管領置票につき、特別の様式を使用すること。

(3) 没収裁判処理簿の作成を省略すること。

(4) 没収物品等処分簿につき、特別の様式を使用すること。

２ 検事正は、前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは、直接法務大臣に

対し、その旨を報告するとともに、検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告を

しなければならない。

（高等検察庁における特別取扱い）

第１０３条 検事長は、高等検察庁において事務処理上支障がないときは、法務大

臣の許可を得て前条第１項に掲げる特別の取扱いをさせることができる。

２ 検事長は、前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは、直接法務大臣に

対し、その旨を報告するとともに、検事総長に同文の報告をしなければならない。

（電子計算機により処理する場合における特別取扱い）

第１０４条 検事総長、検事長又は検事正は、その庁（高等検察庁にあっては高等

検察庁及び高等検察庁支部を、地方検察庁にあっては地方検察庁、地方検察庁支

部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。）の証拠品事務の処理に当たって電子

計算機を使用する場合において、特に必要があるときは、法務大臣の許可を得て

特別の取扱いをさせることができる。

２ 検事総長、検事長又は検事正は、前項の許可を得て特別の取扱いを実施したと

きは、直接法務大臣に対し、その旨を報告するとともに、検事長にあっては検事

総長に、検事正にあっては検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなけれ

ばならない。

（保管事務に関する特別取扱い）

第１０５条 東京地方検察庁検事正は、東京地方検察庁及び東京区検察庁において、

大阪地方検察庁検事正は、大阪地方検察庁及び大阪区検察庁において、それぞれ

証拠品の保管に関する事務について、法務大臣の許可を得て特別の取扱いをさせ

ることができる。

２ 第１０２条第２項の規定は、前項の許可を得て特別の取扱いを実施した場合に

準用する。

（適用除外）

第１０６条 第４条第４項（第６９条第４項において準用する場合を含む。）及び

第６９条第２項後段の規定は、地方検察庁及びその管轄区域内にある区検察庁の

うち二以上の庁の証拠品事務が同一の職員により処理されている庁相互の間にお



ける事件の送致については、適用しない。


